
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定により、交

付金事業マンホールポンプ設置工事の事後審査型制限付き一般競争入札を次の

とおり実施する。 
 
  平成２９年７月１３日 
 

長久手市長 田一平  
 

１ 工 事 名 交付金事業マンホールポンプ設置工事 

２ 路線等の名称 第８－２汚水幹線外２路線 

３ 工 事 場 所 長久手市鴨田地内外 

４ 工 期 契約の翌日から平成３０年２月２８日まで 

５ 工 事 概 要 

マンホールポンプ設置工 

汚水水中ポンプ（ノンクロッグ型） 

着脱式汚水水中ポンプ φ５０×２台 

着脱式汚水水中ポンプ φ５０×２台 

着脱式汚水水中ポンプ（フライホイル仕様）φ１００×２台 

機械設備・電気設備・複合工事 ３箇所 

６ 予 定 価 格 金５０，９１４，０００円（税抜金額） 

７ 最低制限価格 
有（長久手市契約規則（昭和４６年長久手町規則第１２号。以下「契約

規則」という。）第１５条に規定する範囲） 

８ 入 札 方 法 

本入札は、あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）における

電子入札サブシステム（以下「電子入札システム」という。）により実

施するため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１

０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行

する電子的な証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステ

ムに対応しているカードにより、利用者登録を行わなければならない。 
詳細な入札方法は、長久手市建設工事等電子入札実施要領及び電子入

札システム操作手引書によるものとする。 

９ 
入札参加資格

要 件 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

⑵ 平成２８・２９年度長久手市建設工事等入札参加資格者名簿に登載

されている者のうち建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条

に規定する特定建設業の許可を受けていること。 

⑶ 愛知県内に本店、支店又はこれに類する機関を置き、当該本店、支

店又はこれに類する機関で機械器具設置業を営んでいるものである

こと。また、建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査の総

合数値が機械器具設置工事において、名簿登録時又は直近時（一般競

争入札参加資格確認申請書提出時をいう。）に１，００１点以上の者

であること。ただし、経営事項審査の総合数値が規定以下であっても、



本市に本店（※１）を有する業者は、この限りでない。 

⑷ この公告の日から開札の日までの期間において、長久手市指名停止

取扱要領に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていな

い者であること。 

⑸ この公告の日から開札の日までの期間において、「長久手市が行う

事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年１２月

２５日付け長久手市長・長久手市教育委員会教育長・愛知県愛知警察

署長締結）に基づく排除措置を受けていない者であること。 

⑹ 本工事に建設業法第２６条に規定する専任の主任技術者又は監理

技術者を配置できること。また、当該技術者においては、官公庁（国、

地方公共団体、公社、公団、事業団及び独立行政法人に限る。以下同

じ。）が国内において発注した機械器具設置工事を施工した実績を有

するものを配置できること。 

⑺ 過去１０年間に官公庁が国内において発注した工事（平成１９年４

月１日から申請書を提出する前日までに完了及び引渡された工事）

で、機械器具設置工事を元請けとして一契約につき２，５００万円以

上の施工実績を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業

体の施工実績を除外する。 

⑻ この公告の日の６か月前の日から開札の日までの期間において、手

形及び小切手の不渡りを出していないこと。 

⑼ この公告の日の２年前の日から開札の日までの期間において、不渡

りによる取引停止処分を受けていないこと。 

⑽ 本件工事に係る設計業務の受託者（株式会社名邦テクノ）又は当該

受託者と資本若しくは人事面において関連がある機械器具設置工事

業者でないこと。 

 
（※１「本市に本店」とは、「主たる営業所」を長久手市内に置き、

当該「営業所」において、建設業法第５条に規定する一般建設業又は

同法第１５条に規定する特定建設業の許可を受けている営業所をい

う。 
    なお、「営業所」とは、建設業法第３条に規定する営業所をいう。 

  また、「主たる営業所」とは、建設業法に基づく建設業の許可申請

時（変更申請含む。）に届け出た、主たる営業所をいう。） 

１０ 
入 札 参 加 
資 格 確 認 
申 請 書 

提出方法 

入札参加を希望する者は、市ホームページに掲載してあ

る一般競争入札参加資格確認申請書（以下「資格確認申請

書」という。）を電子入札システムにより添付ファイル（フ

ァイル名は、「会社名 申請書」とする。）として送信する

こと。 
 アドレス http://www.city.nagakute.aichi.jp/ 

提出期間 
平成２９年７月１３日（木）午前１０時から平成２９年７

月２１日（金）午後３時まで（電子入札システム稼働時間

内） 



１１ 
契約条項等を

示 す 場 所 

縦覧場所 

あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）のポー

タルサイトから「入札情報サービス」－「入札公告」－「調

達機関」で「長久手市」を選択し検索－「調達案件名称」

をクリックし、データをダウンロードする。 
 アドレス 
 https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp 

縦覧期間 平成２９年７月１３日（木）から平成２９年８月９日（水）

まで（システムメンテナンス等休止時間帯を除く。） 

１２ 
設計図書等に

対する質問・

回 答 

提出方法 
設計図書等に対する質問がある場合には、次のとおり電

子メールにより提出すること。 
 電子メールアドレス gesui@nagakute.aichi.jp 

提出期間 平成２９年７月１３日（木）から平成２９年７月２７日（木）

まで 

回答方法 平成２９年８月１日（火）までに入札参加者全員に電子

メールにより通知する。 

１３ 現 場 説 明 有 ・ ○無  日 時 ― 
場 所 ― 

１４ 入 札 書 等 の 
提 出 

提出方法 電子入札システムにより、工事費内訳書を添付して提出

すること。 

提出期間 平成２９年８月７日（月）午前８時から平成２９年８月８

日（火）午後３時まで（電子入札システム稼働時間内） 
１５ 入 札 保 証 金 契約規則第１１条の規定に基づき免除する。 

１６ 開札場所及び

開 札 日 時 
開札場所 長久手市役所本庁舎２階 第２会議室 
開札日時 平成２９年８月９日（水） 午前１０時 

１７ 

落札候補者の

入札参加資格

証 明 資 料 の 
提 出 

提出方法 
その他監理技術者資格者証の写し等、入札参加資格確認

のために必要な資料を書留又は簡易書留のいずれかの方法

により提出すること。 

提出場所 
〒４８０－１１６８ 
長久手市坊の後１０６番地 
長久手市建設部下水道課工務係 

提出期間 平成２９年８月１０日（木）午後３時まで 

１８ 
入 札 執 行 の 
留 意 事 項 

⑴ 入札は、資格確認の結果において、入札参加資格を有すると認めら

れた者が電子入札システムで行うものとし、郵送又は持参によるもの

は受け付けない。ただし、紙入札参加承認願を提出し、紙入札審査結

果通知書において承認を得た場合を除く。 
⑵ 入札回数は、１回とする。 
⑶ 入札に参加する者が１人である場合においても、原則として入札を

執行するものとする。 
⑷ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０

０分の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格と

するので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 



⑸ 入札に参加する者は、入札書提出に併せ、入札金額と同額の工事費

内訳書を提出すること。この場合、電子入札システムにより添付ファ

イルとして送信すること。なお、提出された工事費内訳書は返却しな

い。工事費内訳書は、市ホームページからダウンロードして使用する

ものとする。 
⑹ 入札執行の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した

者（最低制限価格を設けた場合には、予定価格の制限での範囲内で最

低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した

者）を落札候補者とし、落札候補者の次の順位の価格で入札した者を

次順位者とし、入札参加資格の確認が終了するまで落札を保留するも

のとして、落札候補者の入札参加資格の有無について確認を行い、入

札参加資格を有する場合は落札者とする。確認の結果、落札候補者が

一般競争入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補

者の入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新たな落札

候補者とし、新たな落札候補者の次の順位の価格で入札した者を次順

位者とし、入札参加資格の確認を行うものとして、入札参加者のうち

落札者が決定するまで行うものとする。 

１９ 契約書作成の

要 否 要 

２０ 入 札 の 無 効 

本公告に示した入札参加者資格を有していない者及び虚偽の申請を

行った者並びに長久手市公共工事関係入札者心得書、長久手市建設工事

等電子入札実施要領又は現場説明書等入札に関係する条件に違反した

入札は、無効とする。 

２１ 契 約 締 結 

落札者の決定後、速やかに契約を締結するものとする。ただし、開札

後契約締結までの間に落札者の信用状況等が契約の相手方として不適

当と認められるものとなった場合は、契約の締結を行わないものとす

る。 

２２ 契 約 保 証 金 
落札者は、契約規則第２９条の規定に基づく契約保証金を納めなけれ

ばならない。ただし、契約規則第３１条各号の規定の一に該当するとき

は、契約保証金の納付を免除するものとする。 

２３ 前 払 金 に 
関 す る 事 項 

長久手市公共工事請負契約約款第３６条の前払金については、請負金

額５００万円以上の工事につき、１０分の４以内の割合を乗じて得た額

を支払うことができる。ただし、算出して得た額は１０万円単位の切捨

てとし、１億円を超えるときは、１億円を限度とする。 

２４ 市 内 業 者 の 
優 先 活 用 

本工事に係る下請負契約については、長久手市内に本店を有している

者を優先活用するよう努めること。 

２５ そ の 他 

⑴ 資格確認申請書作成説明会は、実施しない。 
⑵ 資格確認申請書のヒヤリングは、実施しない。ただし、記載内容が

不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることが

ある。 
⑶ 提出された資格確認申請書は、原則として公表せず、また、無断で

使用することはしないものとし、申請者に返却しない。 
⑷ 工期は、事情により変更することがある。 
⑸ 入札に参加する者は、長久手市公共工事関係入札者心得書、長久手



市建設工事等電子入札実施要領、設計図書等を熟読し、入札の心得を

遵守すること。 
⑹ 落札者は、資格確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の

現場に専任で配置すること。 
⑺ 入札に参加を希望する者が営業停止処分を受けた場合、営業停止期

間中は、資格確認申請、現場説明会参加、入札等の営業活動はできな

いものとする。 
⑻ 建設業退職金共済組合掛金相当分を現場管理費に加算してある。 

２６ 問 合 せ 先 

〒４８０－１１６８ 
長久手市坊の後１０６番地 
長久手市建設部下水道課工務係 
電話（０５６１）５６－０６２４ 

 
 
 


